
一般事務職（再任用） １人 看護師 ４人

技能労務職（再任用） ２人 看護師（再任用） １人

保育士・保育教諭 １人

派遣期間満了

懲　　戒

再任用満了

３人

１人

１人

他団体へ派遣 １人

※再任用満了は、フルタイム再任用職員とし、勤務を継続しないもの
　及び６５歳到達による満了者とします。

小鹿野町人事行政の運営等の状況の公表

  　小鹿野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、町職員の任用、給与等の

　概要について状況を公表します。

１　職員の任免及び職員数に関する状況
 （１）職員の採用状況（令和５年度）

一般事務職 １０人 医師 ３人

※再任用は、新規のフルタイム再任用とし勤務継続によるもの及び短時間勤務職員は除きます。

 （２）職員の退職状況（令和５年度）

定 年 退 職 ０人

勧 奨 退 職 ２人

普 通 退 職 ７人

 （３）部門別職員数の状況（各年４月１日現在）   　  (人)

区分 職　　員　　数 対 前 年

部門 令和４年 令和５年 増 減 数

議　　会 2 2 0

総　　務 40 39 ▲ 1

税　　務 7 7 0

民　　生 41 42 1

衛　　生 11 9 ▲ 2

農林水産 9 9 0

商　　工 7 7 0

土　　木 9 9 0

小　計 126 124 ▲ 2

特別 教　　育 19 19 0

行政 小　計 19 19 0

公 病　　院 78 82 4

企 下 水 道 1 1 0

業 そ の 他 9 7 ▲ 2

等 小　計 88 90 2

合　　計 233 233 0

（注）職員数には、地方公務員の身分を保有する休職者などを含み、

　　短時間再任用、臨時及び非常勤職員を除いています。
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Ａ

　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務

　  　じベースで再計算したものです。　　　　 

　　　手当、特殊勤務手当等の手当てが含まれていないことから、比較のため国家公務員と同

※　経験年数10年は10年～15年未満、経験年数20年は20年～25年未満、経験年数25年は25年～30年未満、

 （４）職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

区　　　分 小鹿野町 埼玉県 国

大学卒 185,200円 194,711円 185,200円
一般行政職

高校卒 154,600円 161,396円 154,600円

高校卒 － 164,037円 －

中学卒 －

(注)１　「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の

　　　平均です。

 　 ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、

　　　時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　いて明らかにされているものです。

２　職員の給与の状況
 （１）人件費の状況（普通会計決算）

住民基本台帳人口 人件費率

（令和5年1月1日） Ｂ／Ａ
区分 歳出額　Ａ 実質収支 人件費　Ｂ

人 千円 千円 千円 ％

10,622 8,104,459 549,624 1,114,766 13.7

 （２）職員給与費の状況（普通会計決算）

職員数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 １人当たり給与費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円

145 464,073 63,195 188,289 715,557 4,934

 （３）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（令和５年４月１日現在）

一般行政職 38.0歳 272,207円 321,244円 298,195円

技能労務職 53.0歳 242,100円 264,777円 253,103円

148,039円 －

 （５）職員の経験年数別 ・ 学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

区　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

大学卒 264,200円 330,500円 393,800円 394,200円

高校卒 225,700円 264,300円 308,100円 384,500円

高校卒 － 273,900円 272,500円 －

中学卒 － － － －

　経験年数30年は30年～35年未満の平均額をそれぞれ記載しています。

令和４年度

区分

令和４年度

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

技能労務職

一般行政職

技能労務職



　　①毎月支給する手当

　　②実績に応じて支給する手当

　　③臨時に支給する手当

113

100.0

 1時間当たり給与額×時間外勤務時間×1.25

 1時間当たり給与額×時間外勤務時間×1.35

勤務日の時間外

週休日の時間外

勤務１回につき  4,400円

職員数（人） 33 31 17 8 6 18

構成比（％） 29.2 27.4 15.0 7.1 5.3 15.9

 （８）職員手当ての状況（令和５年４月１日現在）

 （７）一般行政職の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在）

区　　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級

　　ラスパイレス指数は、地方公共団体の給料額と国家公務員の給料額とを、学歴別・

　経験年数別に対比させて比較し算出したもので国を１００としたものです。

計

　 配偶者　　　　　　　　6,500円

　 扶養親族たる子　　　 10,000円

　 扶養親族たる父母等　　6,500円

   課　長　　　　　　 　50,000円～60,000円

　 副課長　　　　　　　 40,000円

　 主　幹　　　　　　　 35,000円

　 副主幹　　　　　　　 30,000円

住居手当 　 借家等居住者 ⇒ 家賃に応じて支給（最高 28,000円）

   電車等利用者 ⇒ 運賃相当額

   自家用車等 ⇒ 距離に応じた定額

   ※  片道2キロメートル未満は支給しない。

宿日直手当

通勤手当

時 間 外
勤務手当

　　　期末・勤勉手当（令和５年度）

支給期 期末手当（月分） 勤勉手当（月分） 計

6月 1.200 1.000 2.200

12月 1.250 1.050 2.300

計 2.450 2.050 4.500

主幹

94.7

標 準 的 な
職 務 内 容

主事
主事補

主任 主査 副主幹
課長
副課長

扶養手当

管理職手当

 （６）令和５年ラスパイレス指数



 ※ 給料及び報酬の（　）内は、
  減額措置を行う前の金額です。

1週間の勤務時間

38時間45分

1日の勤務時間

7時間45分

終了時刻

午後5時15分

休憩時間

正午～午後1時

特別職の退職手当算定方法

区　分 算　定　方　法

町　長 　給料月額×在職期間月数×0.35×1.15

副議長 193,000円 （　　　　　円）

議　員 175,000円 （　　　　　円）

町　長

副町長 （令和５年度支給割合）

報
酬

小鹿野町 国

退職手当支給率

支給率 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分

47.709月分 39.7575月分 47.709月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分

2％～45％加算 2％～45％加算

 （９）特別職の給与・報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

区　　分 給料月額等

その他の
加算措置

最高限度額 47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分

期
末
手
当

副町長 　給料月額×在職期間月数×0.21×1.15

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
 （１）勤務時間の概要（令和５年度）

開始時刻

 （２）窓口の開庁（令和５年度）

午前8時30分

毎週土曜日 　午前8時30分～午後5時15分

※　窓口業務は住民生活課と税務課です。

 （４）育児休業等の取得状況（令和５年度） （３）年次有給休暇の取得状況（令和５年）

平均取得日数 育児休業取得者９.６日

うち女性職員

うち男性職員

※令和4年度から継続して取得している職員を含みます。

39.7575月分

議　長 4.500月分

副議長

議　員

給 町　長 650,000円 （　　　　　円）

料 副町長 565,000円 （　　　　　円）

議　長 247,000円 （　　　　　円）

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

勤続35年

(3/3人)

(1/5人)

４人

３人

１人



　

 標準の区分のみ

懲 戒 処 分 ４人

５　職員の研修の状況（令和５年度）

 上位、標準の区分

 標準、下位の区分

 標準、下位の成績率 ○

 上位、標準の成績率 ○

 （２）公務災害の発生状況（令和５年度）

公務災害認定件数 ２件

 標準の成績率のみ

７　職員の福祉及び利益の保護の状況
 （１）福利厚生制度の概要

 （２）勤勉手当への勤務成績の反映状況（令和5年度中における運用）

管理職員 一般職員

 上位、標準、下位の成績率 ○ ○

 活用している成績率
支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

 上位、標準、下位の区分

研 修 数 １４コース

研 修 者 数 ４０人

４　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和５年度）

分 限 処 分 ３人

６　職員の人事評価の状況
 （１）昇給への勤務成績の反映状況（令和5年度中における運用）

管理職員 一般職員

昇給実績が
ある区分

 活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

　職員の福利厚生事業は、埼玉県市町村職員共済組合制度により実施しています。

　また、任意の組織として、「職員互助会」を組織し福利厚生事業を実施しています。

○ ○ ○ ○



1

2 不利益処分に関する不服申立の状況 0 件

小鹿野町公平委員会の業務状況について（令和５年度）

  　小鹿野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定に基づき、小鹿野町公平

　委員会の業務状況の報告について公表します。

勤務条件に関する措置の要求の状況 0 件


